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仕様書（案） 

 

１ 件名 

  目黒区人事業務に係る人材派遣 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から令和６年１２月３１日まで 

   

３ 履行場所 

  目黒区総務部人事課 

 

４ 契約種別 単価契約 

 

５ 支払い方法  

一か月毎の支払い（毎月の業務履行の検査終了後、派遣元からの請求に基づき支払う。） 

 

６ 契約金額 

  契約金額は１時間当たりの金額とする。 

平日の１日の執務時間が８時間を超えた場合の１時間当たりの金額は、基本となる１

時間当たりの金額の２５％増とする。 

 

７ 支払金額 

支払金額は、月の合計執務時間に契約金額を乗じて得た額とする。ただし、合計執務時

間に１時間未満の執務時間がある場合には当該１時間未満の執務時間について１５分単

位で１時間当たりの金額を割って得た額を支払うものとする。 

 

８ 派遣先責任者  

目黒区総務部人事課長 

 

９ 指揮命令者  

目黒区総務部人事課人事係長、目黒区総務部人事課給与係長、目黒区総務部人事課福利

健康係長 

 

１０ 業務内容 

   別紙１「業務内容一覧」のとおり。 
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１１ 執務時間等 

（１）執務日 

月曜日から金曜日までの週５日間（休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年７月

法律第１７８号）に規定する休日をいう。）及び１２月２９日から１月３日は除く。）の

うち区の指定する日 

ただし、準備契約に係る業務を行う場合で、事前に派遣先と派遣元間で執務日の協議

が行われている場合は、この限りではない。 

（２）執務時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（原則午後１２時から午後１時までは除く。） 

（３）時間外労働 

就業時間外労働を１５分単位で命じることがある。 

 

１２ 派遣労働者に係る条件  

（１） 官公署又は民間企業における職務経験が１年以上の者 

（２） パソコン（ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ）操作が可能な能力を有し、Ｗｏｒｄ及びＥｘ

ｃｅｌの基本操作が独力で行える者 

（３） 派遣期間を通して就業できる者 

（４） 他の職員とコミュニケーションを取ることができ、円滑に事務処理を進めるこ

とができる者 

 

１３ 業務実施体制 

（１）配置（派遣人数） 

  ア 本業務の遂行に当たり、派遣元は令和７年１月から実施する人事業務委託を効率

的かつ効果的に実施するために、業務習得を必要とする派遣従事者を配置すること。

なお、派遣人数の上限は１０名とする。 

  イ 従事者については、区民からの信頼を失墜させる、公務の公正で公平な執行を阻害

する、職場の服務規律をびん乱する等の恐れがないことを保証できる者を配置する

こと。 

（２）名簿の提出 

   業務実施前までに派遣従事者の氏名等を記載した名簿を提出すること。また、名簿に

変更が生じた場合は、速やかに変更内容を提出すること。 

 

１４ 届出事項 

   派遣元は、派遣開始届及び派遣計画書を届け出ること。 

 

 



3 

 

１５ 貸与物品等 

（１）業務遂行の用に供するため、派遣先から派遣元へ下表の物品等及びその使用に付随す

る光熱水費等を無償で貸与又は提供する。ただし、派遣元は、派遣先が認める範囲を超

えて使用してはならない。 

設備・機器 数量 備考 

机 スタッフ人数分  

椅子 スタッフ人数分  

パーテーション 協議による  

ＩＣカード（職員証） スタッフ人数分 ＰＣログイン用 

書類収納キャビネット 協議による  

電話機 協議による  

パソコン及び周辺機器 スタッフ人数分 人事給与システム・庶務事務シス

テム等業務に必要なシステム使用

可 

※数量は最低必要数とし、必要に応じて派遣先と派遣元が協議の上、適宜増設する。 

 

（２）業務遂行の用に供するため、派遣元は派遣先が所有する以下の物品及び休憩場所を使

用できるものとする。ただし、派遣元は、派遣先が認める範囲を超えて使用してはなら

ない。また、庁舎管理規則など目黒区職員に適用される規則に従うこと。 

ア 執務室内のファクシミリ、複写機、シュレッダー及びプリンターとそのサプライ用

品（複写機用紙等） 

イ 派遣先が既に保有している業務指定物品 

ウ 派遣先が指定する休憩場所 

（３）（１）及び（２）の物品等については十分に注意をもって使用し、業務遂行以外の目

的に使用してはならない。派遣従事者の故意又は重大な過失により物品等が滅失、毀損、

故障したとき、派遣元は、派遣先の指定した期間内に代替品を納め、若しくは原状に回

復し、又は損害を賠償しなければならない。 

（４）本業務の契約期間が終了した場合は、貸与を受けた業務マニュアル、物品等を遅滞な

く派遣先に返還すること。 

 

１６ 個人情報の保護 

派遣従事者は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第６７条の規定

により、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的のために利用してはならない。また、派遣従事者が個人情報を含む事務に従事する場

合に当たっては、法第５章及び第６章並びに目黒区が定める法の施行に必要な手順及
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びセキュリティポリシーに従うこと。 

また、本項目の確認のため、派遣従事者は目黒区に対し、秘密保持義務等個人情報の

取扱いに関する事項を定めた「誓約書兼同意書」（様式１）を提出すること。 

 

１７ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項 

派遣元は、本契約の履行に当たり、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供

について、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成２５年法律第６５

号）及び「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」（平成３０年

７月東京都条例第８６号）を遵守し、区が定めた「目黒区における障害を理由とする差

別の解消の推進に関する対応要領」に準じた取扱いをすること。 

  ※ 当該要領については、区公式Ｗｅｂサイトを参照すること。 

 

１８ 派遣労働者（無期雇用派遣労働者又は６０歳以上）の限定 

無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限らない。 

 

１９ 協定対象派遣職員の限定 

   協定対象派遣職員に限らない。 

 

２０ 損害賠償責任 

本業務の遂行に当たり、派遣元の責めに帰する事由により派遣先又は第三者に損害

を与えた場合は、次のとおり派遣先に報告するとともにその損害を賠償する義務を負

うものとする。ただし善良なる管理者の注意をもってしても損害が生じたであろうと

認められるときは、この限りではない。 

（１）本業務の実施に際して生じた諸事故に対して責任を負い、派遣先に発生原因、経過、

被害の内容等を速やかに報告すること。 

（２）契約内容に違反し、又は故意若しくは重大な過失により派遣先に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を賠償金として派遣先に支払わなければならない。 

（３）派遣先は、派遣元の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して

賠償したときは、派遣元に対して賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償

することができる。 

 

２１ 苦情処理の方法・連携体制等 

（１）派遣先が派遣労働者から苦情の申し出を受けた時は、派遣先責任者が中心となって誠

意をもって遅延なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果につい

て遅滞なく派遣労働者に通知するものとする。 

（２）派遣元が派遣労働者から苦情の申し出を受けた時は、派遣元責任者が中心となって誠
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意をもって遅延なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果に つ

いて遅滞なく派遣労働者に報告するものとする。 

（３）派遣先及び派遣元は、自らその解決が容易であり即時に処理した苦情の他は、相互に

遅延なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。 

 

２２ 派遣契約解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 

（１）派遣先は専らに起因する事由による労働者派遣契約の中途解約はできないものとす

る。ただし、あらかじめそれ相当の猶予期間をもって、派遣元書面にて解除の申し入れ

を行い、派遣元の合意を得た場合はこの限りではない。 

（２）派遣先は労働者派遣契約の中途解約の申し入れに、派遣元から請求があった時は、解

除を行おうとする理由を明示するものとする。 

 

２３ 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 

派遣元が、職業安定法その他の法律による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を

行うことができる場合において、派遣先がその職業紹介により当該派遣労働者を雇用

したときに限り、双方協議の上、派遣元に対し当該職業紹介に係る手数料を支払うこと

とする。 

 

２４ 敷地内禁煙 

区立施設の敷地内は全面禁煙とし、本契約の履行に従事する従業員等に、この敷地内

（施設管理者が喫煙を認めた場所を除く。） で喫煙させないこと。従業員休憩用に供

した場所や敷地内に駐車した車両内等専ら従業員等のみの場所も同様とする。 

なお、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例（平成１５年３月目黒区

条例第１０号）の規定に基づき、本契約の履行に際し、従事する従業員等に施設周辺の

道路等公共の場所や歩行中、自転車等の運転中の喫煙を自粛させること。 

 

２５ 公害対策 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５条）他、各県条例に規定

するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。なお、当該自動車の自動車検査証

（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合に

は、速やかに提示又は提出すること。 

 

２６ 関係法令の遵守等 

（１）本業務の履行に当たり、労働基準法や最低賃金法をはじめとする国及び関係機関の定

めた法令、基準及び通達等を遵守すること。 
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（２）「２０ 損害賠償責任」に際し、乙は適切な傷害・賠償責任保険等に加入しなければ

ならない。 

（３）乙は雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする保険に加入させること。 

 

２７ その他 

（１）本委託の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。（再委託禁止） 

（２）通勤に係る経費は契約金額に含めるものとする。 

なお、執務時間内における出張命令に係る費用については派遣元が負担するものと

し、その費用は派遣元が別に請求するものとする。 

（３）派遣職員の労働時間の確認は人事課職員が行う。 

（４）派遣職員は、休憩室などの施設を利用することができる。 

（５）派遣元は雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする保険に加入させるも

のとする。 

（６）派遣元は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆ

る差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（７）本仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、派遣元と目黒区が協議の上、決定

する。 

 

２８ 連絡先及び担当者 

 目黒区総務部人事課給与係 

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 目黒区総合庁舎４階 

TEL 03－5722－9374（直通） 

FAX 03－5715－8852 

Email  jinji04@city.meguro.tokyo.jp 

 

 

以   上 


